ベトナム向け活水産物の試験輸出業務仕様書


１　業務名
　　ベトナム向け活水産物の試験輸出業務

２　目的
福岡県産活水産物の試験輸出、着荷品質の確認や改善を実施し、ベトナム向けの県産活水産物の販路開拓を行う。

３　業務委託の内容
（1） ベトナム向け県産活水産物の試験輸出業務
【業務内容】
· ベトナム政府が求める輸出に必要な書類等を全て用意すること。
· 県内の輸出事業者と現地の輸入事業者と連絡を取り、事業が円滑に進むよう調整すること。
· ベトナムへ輸出が可能な様々な県産活水産物を選定・調達し、ホーチミン市内及びハノイ市内へ試験輸出を行うこと。なお、マダイ、マガキを必ず含むこと。
· 試験輸出の開始までに、試験区やスケジュール等の試験計画を立て、県や現地の輸入商社と協議を行うこと。
· 輸送前、着荷の際には活水産物の状態及び水質（水温、COD、アンモニア濃度など）の状態を確認、記録し、死着の場合は原因について考察すること。
· 試験輸出を通して、活水産物を生きた状態でベトナムへ輸送する、最もコストを抑えた輸送方法を確立すること。

（2） 着荷品質評価会の開催
【業務内容】
· 現地輸入事業者、飲食店関係者等を３０名程度招待し、活水産物の着荷品質の評価会を開催すること。
· 評価会では、活水産物と同様のルートで輸入した県産の鮮魚を用意し、品質の比較を行うこと。また、活水産物を使用したメニューの開発、調理のデモンストレーションを行い、参加者に活水産物の使用例を提案すること。その際、併せて他の福岡県産品も使用し、参加者に対して福岡県の紹介や県産品のＰＲを行うこと。
· 評価会開催のため、ホーチミン市内のホテル等を確保し、開催に向けて調整を行うこと。なお、日本語⇔英語・ベトナム語の通訳も手配すること。
· ポスターやチラシ等の販売促進資材を作成し、会場を装飾すること。
· 評価会中に、参加者に対して県が指定するアンケートを実施し、県産活水産物や県産農林水産物の評価を確認すること。
· 新規取引、継続取引に向け、参加者への働きかけを行うこと。

（3） [bookmark: _Hlk227245813]状況報告・報告書の作成
【業務内容】
· 試験輸出を行った際には、県が指定する報告様式に従って試験輸出の状況を報告すること。
· 報告書には、試験輸出及び評価会の様子がわかる写真、試験輸出の実施状況及び結果、評価会参加者リスト、参加者からのコメント、アンケート結果、業務実施後の取引の状況（輸出金額及び数量を含む）を記載すること。

（4） その他
· 本業務で作成した販促資材、動画、写真等の成果物は県に提供することとし、県は自由に使用（改変・編集を含む）することができるものとする。

４　契約期間
　　契約締結の日から令和９年３月１日まで

５　その他
本仕様書に記載のない事項においても、業務の実施に必要と認められる事項については、発注者と協議のうえ実施すること。

